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低価格の簡易耐震診断を実施

高層住宅管理業協会

　旧耐震マンションの耐震性能が懸念されていま

すが、高層住宅管理業協会は築40年超のマンショ

ンの管理組合を対象に簡易耐震診断を行うことに

なりました。現地調査は行わず構造図等の図面を

もとに耐震性を診断するもので、耐震改修工法や

概算工事金額等も示します。診断費用は７階建、50

戸程度のマンションで１棟あたり15万円程度。構

造専門家の団体等による一次診断の３分の１程度

だといいます。同協会に加入している管理会社が

管理受託しているマンションだけでなく、自主管

理をしている管理組合からの要望にも応えるそう

です。

　現在の耐震基準が施行されたのは30年前の昭和

56年６月１日ですが、40年前の昭和46年６月にも

耐震基準が改正されています。このため、築40年

以上経過しているマンションのことを「旧旧耐震」

ということもあるように特に耐震性に不安があり

ます。

　千代田区では、耐震診断や耐震改修等、耐震に

関わる助成制度をご用意しております。千代田区

区役所建築指導課もしくはまちみらい千代田まで

お問い合わせください。

マンション標準管理規約の改正を公表

役員の就任条件を緩和

　国土交通省は７月27日、マンション標準管理規

約の改正版を公表しました。昨年８月に専門家に

よる検討会を設置し、昨年12月に改正案について

のパブリックコメントも実施したうえで改正版が

まとまりました。

　改正案は区分所有者の高齢化、賃貸化や管理へ

の無関心化に伴う役員のなり手不足を改善する狙

いから、役員に就任するための条件を緩和し「現

に居住する」という表現を削除しました。また、

管理組合総会に出席しない組合員が提出する、議

決権行使書や委任状の取り扱いルールを明確化し

ました。 

　パブリックコメントで要望が多かった、第三者

管理者方式など専門家を活用した管理方式につい

ての規定は、今回の改正では設けられませんでし

たが、国土交通省は平成23年度内に一定の方向性

を示したいと考え、法制度の整備も視野に入れた

検討を進めているといいます。


